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■事業内容■ 
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ダイオキシン類汚染浚渫土砂を遮断型処分場で処理 
    ～溶出濃度 10 ピコグラム以上が対象～ 
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１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 

 
 環境省は、港湾や河川などの底に堆積する水底土砂で、ダイオキシン類に一定濃度以上、暴露した

汚染土の埋め立て処分方法を定め、今秋から実施します。今回、対象とされるのは、土砂を水に溶かし

たときの濃度が基準値である 10ピコグラム（1 ピコは 1兆分の 1）以上の汚染土砂で、海上埋立処分場

の中で最も構造基準が厳しい遮断型処分場で処理されることになります。 

 埋め立て処分法の決定は、昨年 7 月に、水底土砂そのものに含まれる、ダイオキシン類の環境基準

が、土砂 1g 当たり 150 ピコグラムと定められたことを受けたもので、来月、海洋汚染防止法の政省令

を改正し、半年以内に実施する予定です。 

 環境基準が決まったことで、港湾の海底部に堆積する水底土砂を日常的に浚渫している国土交通

省では、取り出した土砂の濃度を測定し、150ピコグラム以上だったケースのうちで、溶出濃度が10ピ

コグラムを超えるものに限り、廃棄土砂と海洋を遮断した処分場の利用しか認められなくなります。こ

のため、政省令改正後は、施設基準の緩やかな処分場では処理ができなくなります。 

 国内では、千葉県市原港ほか 1地点が対象になる見通しです。 
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